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☆主要判決全文紹介［東京地裁］［上］………… ⑴

　本件は、原告が、「自動洗髪装置」の特許権（以下「本件特許権」、これに係る特許を「本件特許」とい
う。）に係る発明をした原告代表者から同発明に係る特許を受ける権利を譲り受けた。原告は、被告が上
記発明について原告に無断で特許出願して本件特許権の設定登録を受けたことを知り、被告の行為は冒
認出願（特許法123条１項６号）に該当するとして、被告に、①特許法74条１項に基づき、本件特許権の
移転登録手続を求めるとともに、②民法709条に基づき、損害賠償金300万円（弁護士・弁理士費用相当額）
及びこれに対する不法行為の日である平成27年３月17日から支払済みまで民法所定の年５分の割合によ
る遅延損害金の支払を求めた裁判を提起した。
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　判決は、①について、被告は原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、特許法74条１項を原
因とする移転登録手続をせよ、また②については以下の理由により請求が棄却された事例である（冒認
出願による損害として、本件訴訟追行に要した弁護士費用等以外の損害の主張はないこと、及び被告は、
原告から冒認の事実を指摘されてもなお、合理的な理由なくこれを否定し、逆に自らが特許権者である
ことを前提に、真の権利者に対し訴訟を提起して特許権を行使し、真の権利者による応訴を余儀なくし
たような場合でもないこと）。

第１　当裁判所の判断

１　争点１（本件特許発明の発明者は誰か）について
（１）　後記第２の１の前提事実に加え、証拠（後記アないしキに共通するものとして、甲20、原告代

表者本人。それ以外については各括弧内掲記のもの）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認
められる。
ア　原告の経歴等及び被告の経歴等（記載を省略）
イ　平成26年３月７日、原告代表者は、被告代表者のもとを訪れて雑談している際に、被告代表者

から市場のニーズに適合した自動洗髪機が存在しない旨の話を聞いた。原告代表者が原告の技術
によれば被告代表者の望むような自動洗髪機を製造開発できる旨を伝えたところ、被告代表者
は、原告代表者に対し、自動洗髪機の開発を依頼した。その際、被告代表者は、原告代表者に対し、
自動洗髪装置の具体的構成について説明や指示をしていない。

ウ　原告代表者は、自動洗髪機の開発に当たり、まず他社の先行特許の調査を行い、先行特許のうち、
頭皮に触れずにシャワーの水圧で流す方法については、カットした短い毛が毛根の近くに入って
いるとうまくとれないという問題があり、他方、ギアを使って突起にかかる圧力を均等にする方
法については、１つの線状の形でも複雑であり、頭の形を覆う球面にすると更に複雑となるほか、
安全面やコストの点でも問題がある等の分析を重ねた。

このほか、原告代表者は、突起等をばねで伸ばす方法も検討したが、突起等が３本を超えた場
合に、適正な荷重を得られず、適正な圧力で頭を洗うことができないという結論に至った。

このような分析・検討を経て、原告代表者は、頭部の形状等が個人で異なり、頭部全体に均等
な圧力で突起部を当接させにくいという課題の解決手段として、柔らかいエアバッグに突起部を
備え、エアバッグに空気を入れて膨張させるという着想にたどり着いた。

そして、原告代表者は、平成26年４月５日に、本件特許発明の構成が全て開示されている全体
構想計画案（甲２の１、甲２の２）を作成し、同月７日、被告代表者に対し交付した。その後、同
月22日、原告代表者は、本件特許発明について記載した業務日報（甲３）を作成した。

エ　本件特許の出願人代理人である訴外Ａ弁理士（以下「Ａ」という。）は、平成26年５月２日、被
告代表者から自動洗髪機に係る特許出願について初回の相談を受け、同月14日、被告代表者に対
し、自動洗髪機に関する先行特許調査を行ったが、本件特許発明に類似する先行特許は見つから
なかった旨を報告するとともに、被告代表者の指示を待って特許出願手続を進める旨を記載した
メールを送信した（乙８）。

被告は、（所在地は省略）中小企業団体中央会（所在地は省略）地域事務局に対し、「平成25年
度補正　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」の公募申請書類を提出し、
平成26年５月15日に同申請が受け付けられた旨の通知を受けた。この公募申請書類である事業計
画書には、自動洗髪機を示す図も記載されていた（甲９の１、９の２）。

オ　平成26年７月11日、原告代表者は、被告代表者に対し、「昨日申し受けました資料」として、本
件特許発明に係る内容を記載した業務日報の該当箇所の画像を添付したメールを送信した（甲17


